
 

 

11 月 18 日（水）、8:30～道庁別館 8 階で賃金確定

教育長交渉が行われ、全道からかけつけた高教組・道

教組４１名が交渉に臨みました。主な回答は次です。 

①独自削減は来年 3 月末をもって終了。  

②給与改定は人事委員会勧告通り。  

③差額の支給は国の給与法改正後に議会に提案。    

独自削減終了は、組合員が職場の声を結集し、教

育の実態も含めて道教委につきつけ、即時終了を求め

てきたこの間の運動の成果です。この運動の成果を大

きく広げましょう。 

 

 

 

 

【主な質問と教育長回答】  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ＊人事委員会勧告通りとは？ 

      ①月例給を 578 円（0.15%）引き上げる。行政職でみると給料表を初任給

を 2,500 円引き上げ、若年層についても同程度の改定、その他の層は

1,100 円を基本に改定する。ただし、現給保障金額以内は賃金改定なし。 

高  教  組  教  育  長 

１．この間の交渉で検討を

求めてきたことに対して回

答願いたい。 

●本年の給与改定については、人事委員会

勧告どおりに実施することとし、関係条例

改正案については、国の動向を踏まえたう

えで、道議会に提案していく。それ以外は

これまで回答したとおり。 

２．人件費の削減による道

財政運営を行わないなら、

一般職員だけではなく管理

職員の終了すべき。人件費

の削減に頼らない財政運営

をすべきではないか。 

●当面は収支不足額が見込まれており、こ

れまでの労使交渉経過を踏まえ、現在、来

年度以降の収支対策について検討を行っ

ているところ。 

 

 

３．正月前に差額を支給す

ることを求めていたがどう

か。 

●閣議決定が行われた後、国の給与法の改

正を待って、道議会に関係条例改正案を提

案し、条例施行後、支給する。 

＜教育長＞一言、皆さまにご報告いたします。先日、道議会の

知事総括質疑において、「一般職の独自縮減措置を終了する方

向で、新たな行財政計画を取りまとめる」旨の答弁がありまし

た。道教委も、今後の「道財政運営の健全化のための給与措置」

について、この答弁に沿った方向で対応してまいりたいと考え

ております。組合員の皆さんには、平成 11 年度以降、17 年間に

も及ぶ長期間にわたり、給与の独自縮減措置にご協力をいただ

いたことに心よりお礼申し上げます。 

順番逆だろ！フ
ライング、フラ
イング！ 

 （交渉団） 

＜高教組＞一般職の削

減措置を今年度で終了

すると知事が答弁した

ことは確認するが、議会

議論を先行させたこと

は労使関係を軽視して

いる。強く抗議する。 そうだ！ 
そうだ！  

裏面へ 



 

 

②ボーナスは、0.05 月引き上げ、4.10 月とする。引き上げ分は勤勉手当にあてる。再任

用は引き上げの対象外とする。 

③単身赴任手当の基礎額を 1,600 円引き上げ 27,600 円とする。来年度からは 30，000 円。 

④上記(1)～(3)は 2015 年 4 月に遡り支給する。 

   

＊これまで回答したとおりとは？ 

①再任用については、新たな再任用制度は 

構築しない。再任用は、重要と考え、今後も、 

再任用を希望する教員の意向を把握しながら適切に対応していく。 

②学校職員評価制度の「見直し」について 

 1)改正地方公務員法が施行される 2015 年 4 月にむけて準備をすすめている。 

 2)現行の学校職員評価制度を「見直し」、新たな学校職員人事評価制度とする。 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
  ＊未組の先生に呼び止められて「先生、独自削減終わったね。ありがとう！」と言われた。

うれしかった。 
＊昨日の放課後、賃金交渉に行く話をしていたら、周りの未組の先生方が、独自削減終了に

なったら、先生方一人ずつからビール１杯ずつおごるからがんばってきてと言われた。50
杯ゲット！  

安倍内閣が臨時国会を開かないか
ら、国の給与改定ができない。 [地
方も待て ]と総務省は指導通知。と
なると国会は 1 月に開くが,道議会
は 2 月。よって差額支給は 3 月
に？？・・・怒怒怒 

巷では、流行語大賞が出ている。「アベ政治

を許さない」が入るといいと思っている。ア

クティブラーニングという新しい言葉があ

り、生徒の思考力・判断力を養うための研究

協議をしている。しかし、思考力判断力をつ

けていただきたいのは道教委のみなさんの方

だ （そうだ！）。自分は独自削減で４～500 万の損

失だ。今年の較差は 14,793 円民間より低い状

態だった。思考力判断力のミスが 17 年間もの 

独自削減につながった。もう一つ、「国や他

府県」と言う言葉をよく使うが、削減は今や 

兵庫と北海道だけだ。都合の良いところで使

うまやかしの表現だ。し

かも今回は、労使交渉を

軽んじている （そうだ！あなた

も教育長、軽んじられている）。学

校でカンパを集めたら今

までにないくらい集まっ

た。それだけ、みんな怒

っている。来年 3 月をま

た ず に 即 刻 や め る べ き

だ。(旭川南 松代さん) 

＜國田委員長まとめ＞ 

独自削減３月末で終了 

は「可」。以外は、教育 

を教育たらしめる意味   

で教員を励ま す回答 に

なっていない。差額の年

内支給については、北海

道独自で判断せよとい 

う我々の要求は受け入れられていないのは

不満だ。再任用は希望者全員の再任用ができ

るよう求めておく。学校職員評価制度は、

2006年 3月に私たちと教育長の間でいくつか

の合意をした。それは、学校教育というのは、

①個々の児童生徒の全面発達、人格の完

成を目指して教職員が集団的、組織的に

営むものであること。②教育活動をはじ

めとする学校運営は、校長と教職員の信

頼関係を基盤として、教職員の協力のも

とに行われるものであること。③道教委

は、教育行政としての責任をはたすため

に、教職員の勤務条件、福利厚生、研修

機会の確保など ,教育条件整備に全力を尽

くすこと。などであった。  

本当に教育行政としての責任を果たす

ために教職員を励ますことが出来ている

のかどうかを考えてほしい。十分ではな

いと言わざるを得ない。残る課題につい

ては引き続き回答を求めておく。 

        
前回と合わせ合計 1,929 筆提出 


